
■西条市庁舎
　℡0897－56－5151

■東予総合支所
　℡0898－64－2700

■丹原総合支所
　℡0898－68－7300

■小松総合支所
　℡0898－72－2111

市役所への
お問い合わせ先

短
期
人
間
ド
ッ
ク
、
脳
ド
ッ
ク

の
申
込
受
付
を
開
始
し
ま
す

■
対
象
者　

国
民
健
康
保
険
の
被

保
険
者
で
次
の
要
件
に
該
当
す

る
35
歳
以
上
の
か
た

〇
現
在
、
入
院
治
療
を
受
け
て
い

な
い
か
た

〇
国
民
健
康
保
険
税
を
滞
納
し
て

い
な
い
か
た

※
70
歳
以
上
の
か
た
は
脳
ド
ッ
ク

を
受
診
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、

保
健
セ
ン
タ
ー
が
実
施
し
て
い

る
平
成
17
年
度
成
人
健
診
と
の

重
複
受
診
は
で
き
ま
せ
ん
。

■
定
員　

８
０
０
人
程
度
（
定
員

を
超
え
た
場
合
は
抽
選
）

■
申
込
期
間

　

５
月
16
日
㈪
〜
20
日
㈮

※
申
込
期
間
以
外
の
受
付
は
で
き

ま
せ
ん
。
申
し
込
み
の
結
果
は

５
月
下
旬
に
通
知
し
ま
す
。

■
申
込
方
法

　

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
と

印
鑑
を
持
っ
て
、
次
の
申
込
場
所

で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
申
込
場
所

　

市
庁
舎
本
館
の
保
険
年
金
課
ま

た
は
各
総
合
支
所
の
市
民
生
活
課

■
負
担
金
額
（
検
査
費
用
の
８
割

を
助
成
し
ま
す
）

〇
短
期
人
間
ド
ッ
ク
ま
た
は
脳
ド

ッ
ク
の
い
ず
れ
か
を
受
診
す
る

場
合

　

検
査
費
用　

３
万
２
０
０
０
円

　

自
己
負
担
額　
　

６
４
０
０
円

〇
短
期
人
間
ド
ッ
ク
、
脳
ド
ッ
ク

を
同
時
に
受
診
す
る
場
合

　

検
査
費
用　

５
万
２
０
０
０
円

　

自
己
負
担
額　

１
万
４
０
０
円

■
受
診
が
で
き
る
医
療
機
関

短
期
人
間
ド
ッ
ク
、
脳
ド
ッ
ク

〇
済
生
会
西
条
病
院

〇
西
条
中
央
病
院

〇
村
上
記
念
病
院

〇
周
桑
病
院

短
期
人
間
ド
ッ
ク
の
み

〇
ま
な
べ
病
院

〇
西
条
愛
寿
会
病
院

〇
佐
藤
ク
リ
ニ
ッ
ク

■
問
合
せ

〇
市
庁
舎
本
館
保
険
年
金
課

　

国
保
係　
　

(

内
線
２
４
３
３
）

〇
東
予
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　

市
民
係　
　
　
（
内
線
１
５
２
）

〇
丹
原
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　

市
民
係　
　
　
（
内
線
２
０
７
）

〇
小
松
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　

市
民
係　
　
　
（
内
線
１
３
５
）

自
動
車
税
・
軽
自
動
車
税
の

出
張
収
納
窓
口
を
開
設
し
ま
す

　

西
条
地
方
局
と
市
が
共
同
で
出

張
収
納
窓
口
を
開
設
し
、
平
成
17

年
度
の
自
動
車
税
と
軽
自
動
車
税

の
納
付
を
受
け
付
け
ま
す
。

　

日
ご
ろ
、
お
仕
事
な
ど
で
忙
し

い
た
め
、
金
融
機
関
等
で
の
納
付

が
困
難
な
か
た
は
、
お
気
軽
に
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

■
開
設
場
所　

フ
ジ
グ
ラ
ン
西
条

　
（
新
田
２
３
５
）

■
開
設
期
日　

５
月
21
日
㈯
、
22

日
㈰
、
28
日
㈯
、
29
日
㈰

■
開
設
時
間　

９
時
〜
18
時

■
持
参
物　

納
税
通
知
書
（
５
月

　

中
旬
に
納
税
者
へ
郵
送
し
ま
す
）

■
問
合
せ

〇
自
動
車
税
に
つ
い
て

　

西
条
地
方
局
税
務
課

℡
０
８
９
７―

５
６―

１
３
０
０

〇
軽
自
動
車
税
に
つ
い
て

　

市
庁
舎
本
館
納
税
課

　

税
務
管
理
係
（
内
線
２
２
８
２
）

自
動
車
税
・
軽
自
動
車
税
の

減
免
申
請
を
お
忘
れ
な
く

　

障
害
の
あ
る
か
た
の
社
会
参
加

を
積
極
的
に
支
援
す
る
た
め
、
自

動
車
税
お
よ
び
軽
自
動
車
税
の
減

免
を
行
っ
て
い
ま
す
。

■
申
請
期
間
・
場
所

自
動
車
税　

５
月
24
日
㈫
ま
で

　

西
条
地
方
局
税
務
課

軽
自
動
車
税　

納
税
通
知
書
受
領

後
（
５
月
10
日
発
送
予
定
）
か

ら
５
月
24
日
㈫
ま
で

　

市
庁
舎
本
館
納
税
課
、
各
総
合

支
所
税
務
課

　

障
害
の
種
類
や
等
級
、
自
動
車

の
使
用
目
的
・
所
有
者
等
で
、
減

免
の
判
定
基
準
が
異
な
り
ま
す
。

詳
し
く
は
、
広
報
４
月
号
20
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
市
役
所

の
障
害
者
担
当
窓
口
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

５
月
の
市
税
ご
よ
み

31
日　

軽
自
動
車
税
全
期
分

の
納
期
限

下
水
道
受
益
者
負
担
金
・
分
担

金
の
納
期
（
旧
西
条
市
分
）

　

５
月
は
、
下
水
道
に
か
か
る
受

益
者
負
担
金
・
分
担
金
の
納
期（
旧

西
条
市
賦
課
分
）
で
す
。

　

最
寄
り
の
金
融
機
関
等
で
納
め

て
く
だ
さ
い
。

■
対
象
の
納
期
限

○
旧
西
条
市
分

　

第
１
期
納
期
限　

５
月
31
日
㈫

■
問
合
せ

　

市
庁
舎
本
館
下
水
道
業
務
課

下
水
道
業
務
係
（
内
線
２
８
２
３
）

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

消
費
税
の
納
税
資
金
の
積
立

　

消
費
税
は
消
費
者
か
ら
の
預
り

金
的
な
税
金
で
す
。
消
費
税
課
税

事
業
者
に
該
当
す
る
か
た
は
、
納

税
資
金
の
積
み
立
て
に
よ
る
期
限

内
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
ご
注
意

　

事
業
者
方
が
赤
字
申
告
と
な
る

よ
う
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
消
費

税
お
よ
び
地
方
消
費
税
を
納
付
し

て
い
た
だ
く
必
要
が
生
じ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

　

ご
不
明
な
点
が
あ
り
ま
し
た
ら

お
気
軽
に
税
務
署
の
管
理
徴
収
部

門
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ

　

伊
予
西
条
税
務
署

℡
０
８
９
７―

５
６―

３
２
９
１
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